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ベンガルのザミーンダールについて (I)

ームガル王悧におけるかれらの権利—

1 まえがき

われわれがインドの土地問題また；れ股村問題を取り扱

うとき，ザミーンダールという百策に悩まされる。しか

しながらかれらについてあまり詳細に紹介されていな

いのが現状である。

独立而後に，インド政府が士地改革の第一歩として，

サtーンダーリー制の庭JI:.を各州政府に勧告した。それ

以前に， u.p．州をはじめとし，各州政府はそのl,1lt止法

の検討を始め，第 1 次 5 カ年il•ilij実施を契股iこ，その実

紺に乗り出したが，その成果は，かれらがザミーンダー

ルという名称で存在しなくなった1•こすぎず，その実体は

あまり大きな改革を受けずにいると言われている。イン

ドの七地改~',:があまり芳ばしい成贅を上げえない仰害の

一つ｝なかれらザミーンダールの存在といえよう。

ザtーンダールについて学ぷとき，わたくしはそれを，

(1}1793年の永代的設定 (Perm~ment Settlement)以前，

特にムガル王朝:こおけるサ＇ミーンダール，（ 2)1793年以後

のザミーングール，と二つに分けて見るのが妥当のよう

tこ思う。

本梢では，その出発点としていささか柑l象的ではある

が，ムガル王珈•こおけるベンガルのザミーンダールにつ

いての代表的慈見を紹介しようと思う。

II ザミーンダールとは

1765年tこペンガル， ピハール，オリッサの租税後梨椛

(Diwuni, or, Dewani)を疫得した東インド会社が，会社

の利益と原住民に対する支配維持の主要手段として，

1793年に加代的祗定 (PermanentSettlement)（注 1)を行

ない，ザミーンダールを「地主」として認めた。この点

について，当時のインド総仔コンウォリス (Marque.c;s

Cornwallis)は，「われわれがこの固を完全に維持してい

く手段を考えるとき，士地所布者が自己の利益のために

われわれに忠実であるということが最も煎要なことであ

る」 (tE2) と述べ，•またペンティンク (William Bentinck, 

1828~35インド総仔）も， 「もし広範囲な大衆騒乱から

の安全を望むなら，永代的設定は多くの点で，また本質
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的に屯要な分野で誤まりがあるけれども，イギリス統治

の存続に深い1関心を寄せる•f団の大：卜地所有者を生みll}

したことは，大多数の民衆を完企に支陀することに非常

に役立っている」 (t.1:3)と述ぺている。この永代的設定に

よって，ザミーンダー）りが「地主」としての地位を認め

られたことが，以後の此村社会に大きな変化をもたらし，

インドの1t困の大きな原因となったのである。

ザミーンダールなる語は，元来ペルシャ語より生まれ

たもので，ザミーンが「土地」を，ダールが「所布;J'jJ 

あるいは「保有老」を謡味する。したがって一般には，

かれらを「地主」 (landlord)または「土地所有名」 (Pro-

prietor of land)と紹介しているが，かれらの有してい

た椛利，特椛については？i．見がまちまちで，数多くの議

論に接するのであるが，．いずれが正しいかは一船こ断定

することができない。

ポーデン・パウエル (B.H. Baden-Powell)は，ザミ

ーングールについてつぎのよう tこ述べているほ4)。

「わたくしはかれらザミーンダールを，和税代理）、

(revenue agents)と呼ぶのがよいか，あるい（な租税取り

立て前'th人 (revenueforr:iers)と呼ぶほうがよいのかわ

からない。しかし，わたくしとしては，租税代理人と呼

びたい。その理由は，一般的にかれらは和税の取り立て

を諮致うというよりも，むしる辻定 (assessment)を行な

ぅ沢任を有し，それによって報刹を受けていた。われわ

れがインドの土地問屈について諾るとき，土芽i•語に注邸

しなければならない。ザミーンダールという名掛[tまわれ

われを困惑させる。ペンガルでは，かれらはサナド（庄5)

(Sunnucl, or, Sane.cl)を受けた租税官吏 (revenueofficial) 

であり，他の地域では，完全な土地所有者を滋味するよ

うになった。さらに，より一般的に苫われるとき，→）':

ーンダールは土地で生計を立てている者を示す。したが

って，村で途った者に，ぉi1iJはだれかとutlけば，おそら

くかれは．「わたくしは行しい老でサ＇ミーンダールです」

と答えるであるう。

ライヤット (raiyat,or, ryot)という面も不正確なもの

である。たとえば，ライヤットの権利は保殺されねばな

らないというとき，それは小作人 (tenant)を籾味し，ラ
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イヤットワーリ～股定 (Rniyotw.i.riSettlement)()）勘介

ば，苅硲呪Jt(＇暉・ (acluaI.cukiv叫lLOr)を紘IIfする」。この

rllでも捐適されているように，イン 1:q)土地！切題に言及

するとき，使Jilされる酋釘＼の持つ滋；昧のt!1巡に注．ほしな・

ければならない。特に所有権 (propriet:iryright)という

苫業が，インドではどのような性質をもっていたかにつ

いて飢重に検討しなければならない。ザミーンダールを

「地主」あるい:t「土地所布者」と呼びながら，かれら

が持つ権利，特椛について邸見が災なっている大きな原

因の一つも，この所有権なる背染の解釈の相述にあると

廿える。

（注 l) Settlemenc を虎北足」と沢したが，この百•
恭は元来ペルシャ間の bondobastの；沢である。それは

地阻すなわち政府の生漑物の取り分，あるいはそれに

相当する現金の溶｛前に必炭な全過程を意味する。その

中に含まれている主なものは，協定がなされる人IIり，

要求される額，徴狐方法．•未納に対する罰則，条件で
ある (VincentA. Sm:th, Thr. 0ェfordHi.,・to,y of 
India, 1920, p. 353.）。

（注 2) WesL Bengal, Land and Land Revenue 

Dept., b1die111 Land Systi:m, tuith Special Refert:•. 
11cc to Bengal, 1958, p. 70. 

(iE 3) R. PaIm Dutt, TIm Prnblcm of IIldi≪, 
l943, p. 79. 

（注4) B. H. Baden-Powell, A Ma11t1al of the 

比）I（IR~CI'“C Syskms amiレU99IT““‘res ()fBri. 
tislL Iuclia, 1882, p. 1 ll, 

（注 5) Sana.cl: ~格免許状で， J.ヽガル王 i別では，
その沢格の性灯によっていろいろな Sanadがあった。

すなわち S皿 ad・i.Zamindarとか Sanad-Diwaniとか。

m ィンドにおける所有権について

古代インドにおける土地の所有権については，明確な

定淡がなされていない。スミス (VincentA. Smith)は

r撹典tこ粘通している者は，王が士地と水の二つの所有

者であって，人民はこれら二つのもの以外にしか所有椛

を有することができないということを認めている」（庄6)

というカウティリヤ (Kautilya)の「実利論」(Arth:isastra)

の注釈名の百策を引爪すると同時に， 「実利論の第 1章

は．耕作地は納税者に 1代の問だけ与えられ．土地はそ

れを耕作しない者から取り J-．げられ，他の者に与えるよ

う王に命じている」は7)という説を紹介している。

バーム・ダット (R.Pnlm Dutt)やデサイ（A.R. Desai) 

は「インドの土様は，種族やその一部分である村落共同

体，村：こ定住している部族や氏族に屈し，けっして王の

所有地と見なされなかった」(t);8)という・ムケルジー (R.

Mukerjee)の説を紹介している。さらにデサイは， 「王

が土地の所イf者でなかったから，珀：：：一且地の所有権を持

つ•it族附級·i作り出すことができなかった。 :E郊'i族に

かえにりii徽したりしたのは，租税仮集梱であった坪9)

と主張する。

アンスティー (V.Anstey)もr古代において，士地に

対する絶対的所布椛の与えttインドに：仔在しなかった。

存在していたのぱ，君主が土地の生迩物｝こ対して持って

いる＇＇取り分" (share)の椛利が咋煎されることを条件

I•こ，且Lもの耕作権と保有椛の保仰であった」（注10) と述べ

ている。

ポーデン・パウエルは「もし，われわれがインドの法

典を調ぺれば，われわれが，む沫する所布樅という概念が

存在していないこと：こ気付くであろう。マヌの法典の中

に．土池は最初l•こそれをリil拓した者の所有物であると記

されているが，もしその所有老がその土地を活屑できず，

耕作すぺき季節tこ耕作しないとき，王はかれに煎いnl金
を課することができた。また生並物に対する王の取り分

の権利は，王が股民に与える保頷の代償であった」（庄11)

と述ぺ，所有権の問題についてつぎのような結治を下し

ている。 「イギリス紐治以前のインドに'-七地の俯人所

有が存在したか否かについては滴足な答えが得られてい

ない。それは使用される言葉のもつ衣味I•こ根本的な問題

がある。所有椛の存在を認める者も否定する者も，所布

権を途っ1平．味で使用している。士地の所有権が，市掲

湘品のように完全に所有され，手から手へと談渡される

ようになったのは，古代制度下では存在せず，それは近

代的なものであるということをわれわれは忘れているよ

うである。耕作する権利は所有椛というよりむしろ特椛

である。そしてそれは最初全人民のものであり，つぎに

特定種族あるいは特定の村蕗共同体のものであり，最後

t：：：その共同体の中の特定傾人の特梱となるのである。こ

の最後の段陪で，土地は相互の利益と使立のために分割

されるのであって，無条件に分割されるのではない。そ

れは，定められた条件と共同体の利益を守らねばならな

い」(t!;J2)と。

前述したいずれの説が正しいかは，怪々しく論じられ

ないが，われわれがこの問題を検討する褐合，（l）使用さ

れる用語に含まれている：な味，（2）椛利と政治権力との区

別，の 2点に注寇しなければならない。

（注6, 7) Y. A: Smith, 11,e 0ェfo,・dHistory 
of India, 1920, p. 90. ・ • 

（注 8) R. Palm Dutt, Tl、CI,roblem of 199dia. 
1943, p. 74. 

（注9) A. R. Desai, Social l,ackgro,ヽ99doII9l(lian

6ぅ
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Nationalism, 1954, p.四

(tt10) ¥’. 1¥nstey, 11u: l:̀c0910/）lic l)cvclol9IIヽCILt

of India, 1952, p. 97. 

rn:11, 12) B. H. Baden-Powell, /l Ma11ual of 

the Land Re如 III(9:SystCI9/S aJI(I LaJl(l 1eIIII9•es of 
Briti.ih India, 1882, pp. 88~89. 

W ザミーンダールの権利

かれらがいつごろから存在するようになったかは明ら

かにされていない。その前身は，おそらく回教徒侵略以

前のヒンドゥ一時代に租税徴!IS者とし：：：任命され，徴集

した和税の何隅かを報酬として受け取っていたという点

では滋見が一致している。しかし，かれらがザミーンダ

ールの名称でその職務：こ従事するようになったのは，ム

ガル王朝：こなってからと思われる。ボーデン・バウエル

ほつぎのように述べている(tl:.13)。

「ムガル政府が地方の代理人を十分に管理できなくな

るにつれて，租税も不完全なものとなった。租税官吏の

腐敗とかれらを監仔する力の不足が，必然的に新しい制

股をもたらした。すなわち，なんの権威もまた地方の租

税取り立てJ11HQ人とかれらの沼服を監視する役人 (amil)

についての詳細な報告杏を得ることができなくなった村

役人 (villageofficer)による租税徴狼に代わって，政府

．は広大な地域から確哭に租税を徴集する戎任を持つ管理！

人あるいは代理人を任命した。そして，かれらはザミー

ンダールと呼ばれるようになり，報酬として租税の10分

の 1を得た。しかし初期の段階では，他の租税担当役人

ほ14)に監督されていたが，中共政府の弱体化に伴ない，

その椛力と自主性を強化するようになった。やがて自分

の受け持ち地域を自分の領地 (estate)と見なすようにな

り，所有者となった。元来ザミーンダールが所有椛を有

していたかについては断言できない。その主な理由は理

論上かれらがだれからも小作料 (rent)を得ていなかった

ことである。

ザミーンダールには，（1）地方の権力者，（2）龍臣，（3)：仔

の租税役人，（4）ムガル王朝に征服され帰順したヒンドゥ

ー王候，が任命されたが，（4）の場合が最も多かったよう

である」。

かれは，ザミンダールの起源をムガル王朝1こ求めてい

るが，それはこの時代にその存在がはっきりさせられた

と見るぺきであろう。特：こムガル王朝の基礎を築き上げ

たといわれるアクパル時代 (1556~1605年）に注目しな

ければならない。

ここで；ペンガルのザミーングールの起涼とその権利
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について多くの布益な11i報を提供し，コンウォ•リスの永

代的設定に対して大きな影夜f力を及ぼしたといわれるシ

コア'."-(John Shore)の慈見を紹介しよう。かれは当時

東インド会社の戦i＼で，ペンガル地方の和税制度を濶在

し：グラント (JamesGrant)とともに租税似j疲：こついての

椛威者として知られた。コンウォリスの下で租税局長1I
に，ついで第4代インド総I子(1793~98年）に任命された。

これから紹介するかれの邸見は，会社の重役会 (Court

of Director)が1786年4月121:l付の手紙(revenuegeneral 

letter)の中で， 「回教王朝およびヒンドゥー王湖の制）虻

とり＇憎の下で，ザミーンダール，クルークダール (Talook-

clar)，ジャギールダール (Ja!{heerdar)が布していた支杞

権，椛利，特椛について調査するよう」(iJ:15)にと指示し

たのに対する答えとしてなされたものである。かれはそ

の中で，ムガル王朝の財政1ll1l1!£の原則をUJJらかにし，ザ

ミーンダールが土地の所布権を有し， 111:艇相続で継派さ

れたと述ぺている（注16)。

「ムガル王前の制疫は，その根本原理において独裁(1り

であり，央施面においては気まぐれで不規則なものであ

ったがために，権力 (power)と原則 (principle)との滋別

をすなわち現実 (fact）と椛利 (right)の識別を不可能：こ

している点がある。自然椛 (nnturalrights)でさえ，し

ばしば権力の1筏牲にされる場合には，代々の政府の下で

何が人民に残されてきたかを注邸深く餌察し， 1位も長い

間ほとんど変わらずまた侵害されることなく存続してい

るtt't習を明らかにしなければならない」と，まず腑在1こ

あたっての心HItえを述ぺてから本論にはいっている。

「ムガル王朝の統治体制が確立したのは，アクパル1•こ

なってからで，その財政制度は，土地の生産物を統治者

と農民との問で，定められた比率で分陀するという原則

に立）脚していたと思われる。統治者の取り分がどのくら

いの他J合であったかは明確ではないが，推定総私税 (esti・

mated gross revenue)の2分の 1から 8分の 1が，土地

の条件や耕作｝こ要した労力や経＇代に基づいて適用された

ようである。

アクパルは，租税制疫を濶整するためにトーレンム）レ

(Toorenmul)をペンガルに派述したが，かれの行動・処骰

は既述した原則によって規制されていた。かれはザミー

ンダールに土地の管理をゆだね，いっしょしこ租税設定を

行ない，かれらの前．接利用と生計のために土地あるいは

生旅物の一部を割り当てた。これがナーンカール (Nan-

kar, or, Nancnr)と呼ばれるもので，それはだいたい租

税の10％以内に相当した。
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ザミーンダールは，政府の役人が湖•在できなかった閲

It:沢源や耕作改密，さら：；：戯J.t(/ぶi物などから利益を得

ていた。かれら(/)地位はHI紐され， L割民は1;1分たちのザ

ミーングールを先りl代々からの後援者であり統治もであ

ると考え， Lだいに土地所有者であると見なすようにな

った。

ォーランジープ (Aurungzeb, 1658~1707年）によっ

て，ペンガルのディワーン (Diwan,or, Dewan)（注17)t：：：

任命されたジャフィール・カ--ン (Ja{cerkhan)は，そ

れまで1こない厳格さで財政両査を行なった。かれは自分

の部下を派辿し？土地の再評価を行ない，且民がザ(-

ンダールに支払っていたすべてを政府のために徴楳する

ことで，地代 (rent)を秘なj水K'ltこ引き上げたが，ザミー

ングールが土地の所有椛を布していると考えたため，そ

の相統椛を認め Nankarを存続させた。かれの死後今日

まで，ザミーンダールが土地の所布権を持ら， •IL汲附Jtこ

相統されているという考えは， fft習と現実とによって証

明されている。

以前，ザミーンダールは道路，栂ヽ）管理をするよう毅

務づけられていたが，これはしだいに偲；視されるように

なった。また自分の領内の平和維持，泥旅殺人者，そ

の他の犯罪者もかれらの義務であった。このほか，租税

徴集のために，ときどき股民に対し残酷なまでにふるま

うことさえ許されていた。

以上述べてきたザミーングールが土地の所有者で，そ

の地位が憔焚相続によって樅承されてきたという慈見に

対する汎論が唱えられている。その根拠はつぎのように

まとめることができる。

(1) 土地の総生産物を農民と分けるという原則に基づ

いて定められたムガル王朝の制度は，土地の所オi椛を伴

ぃ， 1胆；褪相続1こよって継承される身分というものを否定

している。

(2) サナドがザミーンダールの任命に不可欠たもので

ある。

{3) ザミーンダールの戦務は，サナドの中で奉仕

{service)と記されていて，股行すべき殺務が明らかにさ

れているが，いかなる所布権も認めていない。

(4) ザミーンダールの任命に先立って，承認．料 (8ck.

nowはlgment)が君主に支払われるのが常であった。

(r,) ザミーンダールの咎豹確認が，任命に先立って行

なわれた。もし土地が→ftーンダー）レの所有物と認めら

れているなら，不必要なことであろう。

この反対な見に対する同答として，つぎの事尖を学げ

たい。

(1) ムガ）圧［利Jの制J虻がt1:l陣している1i(！lllt:t..,｝汁布地

(lane如Ipto匹rty)の価{li(vulue)を閥限し，それを甜主

• 0)慈愛 (humRnity)と公明n弘：さ (equity)に依存させて

いるが，それは問がすぺての土地の地代 (rent)の何頌か

を得るという権利を確立する以外のなにものでもない。

(2) ザミーンダールの身分と地位が泄殷相続で継示さ

れるということは，慨密と規定によって保匠されている。

・(3) ザミーンダールのサナドは， J（ll族相紐人：こ不利な

ものとなるように勝手に変えられることはなかったし，

既存の椛利ti確認された。第 1級のザミーングール

(princip.11 公unin<lar)だけがサナドを11噺'tしたにすぎな

かった。

(4) 下級土地保布*{inferior landholcler) It、サブ・ドな

しに，臼分たちの定めた相続訟こ従って樅沢した。

(5) サナドに記されている奉｛士 (service)は， 何一つ

としてザミーングールの稲利を（必拐するものではなかっ

た。所有椛ば奉仕によって左右されるかもしれないが，

時の経過とti't習によって奉仕は，所有権と朴1絞櫛こ転化

される。

(6} ザミーンダールの身分と地位は，サナドに記され

ている条件が守られているかぎり，無捐jii駅 I•こ保証された。

この回答のほかに，わたくしはザミーンダールの身分

と地位についていくつかの批測な付け加えたい。

アクバルの時代に，ペンガルのザミーンダールはその

数も多く，紅を有し，祠恥権力を振るっ-“‘た。かれら

はアクパルによって設けられたものでなく．，おそらく同

教徒のインド征服以前に，いるいる辿った柿利や特権を

持って存在していたようであるc このようなホ俯からつ

ぎのように主張できると確后する。

(1) 新しい餃略者は，その関の利税を要求したが，か

れらは政策上および人追上の見地から税 (lax)徴非の代

理人として背からの土地所布者を屈用した。そして租税

徴集で行使される司法権伽risdiction)を与えに。

(2) このため；こ，位略者は戚務や卒仕を明示したサナ

ドを与えることで，これまでの所有名にtl紙・(--きる・ik代

的な身分と地位を保征した。

(3) したがって，ザミーンダールI!.,元来所有老でな

かったとしても，時の経過につれて土地の所有権を殴得

し，それに付随する椛利（光却，淡渡，探当）を得た。・

しかしながら，君主の地代 (rent)要求i'こ応ずる殺務を有

した。

(4) 土地改良によるれi収はもちろんのこと，不正行為
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ゃ閃訳耕地からの利税を確保するために．下級役人が1t
命され， .JU税I•こ l対述のあるできごとのほかに土地と；との

生旅物の報告；りが作られた。

{5) ザミーングールは1!!.殷相紛廷船承される(/.)が普通

であったが，新しい相続者の涎生を知らせることは，新

しく生まれたザミーングールの安全のためだけでなく，

政府役人と品民とにとって必要とされた。

(0) 第 1級のザミーンダール (princi11alzamindar)は，

大きな可法権を卒受し，君宅や地方長官に而会を許され，

自分の権利の確認だけではなく，名狩としてサナドを申

諮し，それを受けた。一方下級ザミーンダールは，多額

の椛利承謀料を支払った。

ザミーングールの身分と地位は世痰相綜ではあった

が，それはあくまでも条件付きであった。かれらがその

戦務を股行しなかったり，反乱，政府命令への反対に対

しては，その所有椛の没収という：!ilを受けなければなら

なかった。 Lかし，この場合でも，かれらのナーンカー

ルは残されていたようである」。

以上が，シ 5 アーのザミーンダールに関するかれの、な

見の漑災である。かれttザミーンダールの持つ所有椛が，

絶対的なものではなく条件付きのものであるということ

を認めながらも，所有楕虹．ザミーンダー）’ポ屈屈し，か

れらは政府に租税を支払う義務を有していたと主張して

いる。かれの慈品に反対する代表者がグラントである。

かれの主張する主要点はつぎのとおりである（注18)。

〈1) 君主が唯一の絶対的土地所布名である。

(2) 炭民(ryot)は伯習によって，永代小作人(perpetual

tenant)として存在し， 土地の総生肱物のうちから一定

の鴻合の地代を，現物あるいは現金で政府に支払う。そ

してその支払いは，•私税裔ii1人あるいは咽定的に任命さ

れた役人であるザミーンダールを仲介者として行なわれ

た。

(3) ザミーングールの身分と地位もそれに付1祉する

椛利と特椛を持つが，暫定fiりで条件付きの派認苫（サナ

ドのことをいう一ー1阻岩注）で認められる一つの役戦に

すぎない。

(4) ．+．地の所有椛は，王m(royal domain)として，

いま一つは封土 (feudalp硲 session)として，君主に屈し

ている。

(5) 後者は，庶家の上級役人，軍の指令官，寵臣に与

えられたが，一代限りのものであった。そして，かれら

がムガル王戟時代のfl,け大な伐族の一回1を形成し，封土の

所有名と兄なされた。
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i此後、に，ハリングトン (JohnIlcrherl I-IarinJ,!tOn) O) 

衣見を紹介しよう(tl:19)。かれも東・インド会社の一f!l税役

人であった。かれはまず， 「われJxIしがこの114で発見し

た複雑な1liil度を，われわれの地主と小{'I；人という杭jl]1tょ

原RIlで一様化しようとすることによって，また特に似狽

に考磁されるぺき偏限をつけて初めて正しく逝用できる

滴切かつ『tm的な邸味を持つ言身蹄をインドの制炭に採用

することによって，多くの批乱が生じたのである。もし

土地所布者 (proprictorof land)および現実の土地所有

若 {nct¥lalproprietor o{ the soil)という恒業の持つ、む珠

が，イギリスの地主(landlord)や自由保有者 (free-hokier)

が自分たちの利益になるよう自由にその領地を取り扱

ぃ，小作人の借地保打権の終了と同時にかれらを追い出

したり，小作料を値上げしたような椛利を完全に持って

いる土地保有者 ()anclholdel"）を表わすとするならば，こ

のような言策はペンガルのザミーンダールに倣密に酋え

ば逝用されたい」と述ぺ．かれのペンガルのザミーング

ール脱を明らかにしている。

「ザミーンダールは，ある特殊の慈味を有する土地保

布者 (landholder)のよのに思われ．われわれの持つ芦業

の一紺で定毅できないようである。かれらは促民や他の

又借り人 (under・tenant)から政府の地方和税を徴染する

者で，

(1) 相絞によってその身分と地位を経泳することが許

されていた。しかし，その際には血帝に派認料 (peshku~h)

を支払い，州の代表者である知事 (naiim)tこ賠物をしな

ければならなかった。

(2) 自分の餡地を売却あるいは賠与で浪渡することな

許されていたが，：!iilifitこ許可を得るよう要求されていた。

(3) 将通，自分の領地内で受け取ることのできる一般

租税 (public revenue)の年1用契約者という特典を与えら

れていた。しかし，政府が別の機関によって地代 (rent)

を微集したり，あるいはジャギー）ン (Jngeer)（注20)やア）レ

クムガー (U¥tumgha,or, Alttimgha)〈四l)の認可によっ

て，地代を暫定的あるいは永久的1こ賦与することを摂ん

だときには，土地または現金で一定の補Iutを受けて取り

消された。

(4) ペンガルでは，今l!!:紀 (18泄紀）初頭ごろから，

知事 (Soobadar,or, Subahdar)が課す特別課税(abwab)

を自分の領地肉のパルガナ-,村，地区1こ割り当てる

権限を認められていた。

(5) 任期中：、こ， 自分の契約から生じた花沿寺収入を得る

ことを許されていたが，その受佃額を正肛tこ報告しなけ
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ればならなかった。

(Ii) 自分の領地内の治安維持のtt任を伍っていたが，

それは犯人を迪りllして1国枚征の治安判事に引き渡すにす

ぎなかったようである。

以上が柑1象的ではあるが，ムガル王湖時代のザミーン

ダールに関するわたくしの見解であるJ。

以上．ザミーンダールの権利•特権について代表的慈

見として，ショアー，グラント，ハリグトンの説の1‘t組

みのみを紹介した。これだけでそのいずれの説が妥当で

あるかは結論づけられない。このつぎの機会に，かれら

が元来どのような椛利•特椛を布していたかをほり下げ

る邸味で， 3人の調在報告を中心に具体的に紹介しよう

と思う。

（注13) B. H. Baclen-Powell, A l¥1anual of the-

La”‘l l<c..初 J“‘cS.)'・stCIIIsaJI(l I.,0/』(ITCImrcs of Bri 

tislt India、1882,pp. 111~112. 

（注14) この代表nりなのがカ・ーヌーソゴ (kanungo,

or≫anoongo)である。その版務は6)ザミーングール

の監抒，（口）中央政府に ti'!~｛｛提供， t柑＇孔民の保設，であ
ったと店われる。しかし中央政府の弱体化に伴い， し

だいにザミーンダールと共謀するようになった (R.B. 
Ramsbothnm, Studies in the J,a11cl Revenue Ilisヽory

of Rengal, 1769~1787, 1926, pp. 3~4. 

Cll:15) j. H. Harington, A11 Elcmc11t,u-y A,wlysis 

(JIt t/tc Laus9ヽ99cll{,．gtヽlatio11s,vol. 3, 1817, p. 2刀．

01:16) ＊船で紹介したシっアーの見解は， 1788年

4 JJ 2日，租税島の雌湘録に氾奴されたものである。

・ J. H. Ha.r:ngton, of,. cit., pp. 228--245. 

（注17) ムガル王ゆiが， 1i奸’1統治のため， 12の州に

それぞれ故けた行政1(-fで，菰税・財政の沢任を有した

いわゆる大蔵大臣である。

（注18) J. H. Harington, of,. cit., pp. 360----361. 

（注19) Ibid., pp. 398--401. 

（注20) ;f:t主が1£下の鉗澤な架紺に対して与えた特

船で，特に軍1Jt(fJな面で与えられたと芦われ，軍2Jt保

有ttri(military tenure)とも日われている。 1カ村ある

いは数力村が熊地代で与えられたが，これが困王の所

有樹に込；づいて行なわれたか否かは叫らかでない。こ

のジャギールを持つ者をジャギールダールと名j• ぃ，か

れらはそれを自分で耕作したり， ititしたりした。ジ

ヽ・ギールの種頬とそれに付紐した条件については，種

々の論議がなされている。シ g アーは一応それを 2梱

に分け，一つは定められた符別の役救，地位に要する

tt}l)のために与えられたとし，いま一つはその池位，

役脱，家！E， nl隊維持とは．~,．関係に与えられたと述ペ

ている。ジ 4・ギールダーリー僻！殷のU曙な例はハイデ

ラパードに見ることができる (A.C. Ganguli (ed.), 

A Glos凶 9.yoJ J'‘‘liciol a9ld lく年9lIヽcTerms, 1940, 

pp. 349__,350; A. M. Khusro. Eco11011ヽicwヽdSocial 

EJJa•K of JagiI・dar Abolition aIld La9Id lげ砂rms

”‘11ydcrabod. 1958, p. l.）。

・（注21) a函1(1りには aIが叫1色． tnmghaが印窪を．

味する。土候の捺印がある且帝の承認；l｝で，無J也代の

土地を与えた。元米この払消Jの色が赤あるいは紫であ

ったことからこのように呼ばれた。 (AC. Ganguli 
(eel), ojJ. cit.., p.邸）

（アジア経済研究所図；！｝沢料部松谷宍次郎）
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新興国家の公務艮制度

熟練職員についての若千の問題研究

ー研究参考沢料第 lOtl~ -

第 1部 過渡期にある柏1心地公務員制度
ケネス・ヤンガー著

(a)問題の所在，（b）拙民地公務il制庇の再組絨1954~59年

第 2祁 ナイジェリアおよび，南カメルーンにおける公務比即虻

rt沿，（a）西部地域 (b)東祁地域的北部地域，（d）ナイジェリア連邦，（C）南カメルーン

紹 3部 その他の領土における公務員制炭

(0:)ガーナ9(b）マラヤ述邦，（o）スーグン

ti$ 4部論評と 結論

(a)新肌固家は何を必要とするか'(l>)Hi民限家の必務，（C）海外公務員の符米の役喝 (d)閻象槻関の役割，

(o)方法の迦択i ！ 付屈 1~7

； 「特別名舒1.B」の実施の例，ナイジェリアの西部地肢： 「有究格公務員」の状源1959年7月 1日，ナイジ
ヽ
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